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●　事務局だより　●

98号をお届けします。

◇　宅地建物取引士への名称変更後初めての
資格試験の受験申込受付が、平成27年7月1
日より始まりました。郵送受付は7月31日

（金）まで（簡易書留郵便で消印が同日まで
のもの）となっております。
　宅建の試験勉強で得られた知識は、仕事と
して不動産取引業務に携わる場合だけではな
く、自分自身が自宅を購入・賃借する、融資
を受ける、相続をする（あるいは、アドバイ
スをする）等の場面でも役立ちますので、不
動産業に携わられる方々だけではなく、広く
一般の若い社会人や大学生の方々にもぜひ受
験チャレンジしていただき、自己研鑽に役立
てていただきたいと思っております。

◇　これから台風の季節を迎えることとなり
ますが、昨年8月の豪雨により多くの人命被
害を出した広島市北部土砂災害は、不動産に
おける災害被害の可能性について、不動産業
に携わるものとしてどう対処すべきかを改め
て考えさせられた事件でした。
　買主（借主）の相談者から「ネットで調べ
たら、ハザードマップの危険地域に含まれて
いることがわかった。不動産業者からハザー
ドマップの説明がなかった。」などの苦情が
当機構に寄せられるようになってきていま
す。
　業者の方々におかれましては、役所調査・
現地調査等において、災害時に著しい被害が
発生する可能性のある不動産に該当しない
か、ぜひ注意を持って調査していただきたい
と思います。
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